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白 癬 （ 水 虫 ）
カ ン ジ ダ

感染症の危険性

場合によ っ ては肺炎や敗血症 、
腸炎な どの病気を引き起 こす
こ と があ り ます

！

イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス
ノ ロ ウ イ ル ス
肝 炎 ウ イ ル ス
麻 し ん ウ イ ル ス
風 し ん ウ イ ル ス
H I V

目に見えない微生物が気付
かない う ち に伝播し 、感染が
拡が り ます

肺 炎 球 菌
結 核 菌
赤 痢 菌
レ ジ オ ネ ラ 菌
腸 管 出 血 性 大 腸 菌
M R S A
緑 膿 菌
梅 毒 ト レ ポ ネ ー マ

感染症とは

ウイルス、細菌、真菌などの微生物が、ヒトに侵入・増殖して、
さまざまな症状を起こすことです。

ウイルス

抗 生 物 質 が 効 か な い ！

真菌

細菌

ヒ ゼ ン ダ ニ （ 疥 癬 虫 ）
回 虫

その他
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利用者だけではなく職員も感染し、
また、媒介者となりうる

集団感染の
恐れがあります

①

健康な人に発症させることは少ないが、
感染に対する抵抗力が低下した人に
発症する

②

感染者の血液や体液を介して感染する③

！

集団感染の
恐れがあります

！

集団感染の
可能性は少ない

！

［ ウ イ ル ス ］
肝 炎 ウ イ ル ス （ B 型 ・ C 型 ）
H I V

［ 細 菌 ］
梅 毒 ト レ ポ ネ ー マ

［ ウ イ ル ス ］
イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス
ノ ロ ウ イ ル ス

［ 細 菌 ］
肺 炎 球 菌
結 核 菌

［ そ の 他 ］
ヒ ゼ ン ダ ニ （ 疥 癬 虫 ） 等

特 に 高 齢 者 で は 注 意 が
必 要 で す

健 康 な 職 員 が 高 齢 者 に う つ
し て し ま う 恐 れ も あ り ま す

［ 細 菌 ］
M R S A
緑 膿 菌

どのように侵入・増殖するの？
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マ ス ク ・
エ プ ロ ン ・

ガ ウ ン
着 用

手 指
衛 生

手 袋 の
着 用

器 具 ・
リ ネ ン の
消 毒 等

３つの要因が重なると
感染症が発症

病原体
(感染源)

感染経路感受性
宿主

感染が成立する３つの要因と感染対策の３つの柱（イメージ）

＜感染対策の３つの柱＞
Ⅰ 病原体（感染源）の排除
Ⅱ 感染経路の遮断
Ⅲ 宿主の抵抗力の向上

免疫力の向上
・日頃からの十分な栄養と睡眠
・ワクチン接種

感染症の原因に近づかない
・嘔吐物や排泄物、血液など、感染
症の原因となる可能性のある感染源
には素手で触らない

感染経路の予防策
・病原体を持ち込まない
・病原体を持ち出さない
・病原体を拡げない

病原体（感染源）の排除

感染経路の遮断

宿主の抵抗力の向上

＜３つの要因＞
病原体・感染経路・感受性宿主

感染症対策で大切な3つの事柄

感染源の
排除

1
感染経路の
遮断

2
宿主（人間）
の抵抗力の
向上

3

標準予防策
（スタンダード ・プリコーション）

の 実 施 が 重 要

嘔吐物、排泄物、血液などの体液に触れるときは

感染症を防ぐには
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液体石けんを約2-3ml手
にとり、よく泡立てながら
しっかりもみ洗いする。
さらに流水で洗い、ペー
パータオルで拭きとる。

消毒用エタノールを約
3ml手にとり、よく擦り込
む、乾かす（液剤・ゲル
剤）。

手指衛生（手洗い・手指消毒）による
細菌やウイルスの減少効果

15秒

30秒

1分

普通の石鹸
と流水

速乾性
アルコール消毒剤

1/4～1/13

1/60～1/600 1/3 ,000

1/10 ,000
～1/30 ,000

アルコールの方が消毒効果は高い。
目に見えるような汚れがあるときは、
流水で洗う※。

血液等の体液
（汗を除く）

目・鼻・口腔内等
の粘膜

正常でない皮膚 ① ～ ③に触れた
手指

1 2 3 4

31

※ 汚れにより病原体（感染源）が覆われてしまい
消毒効果が発揮されないことがあります。

Ⅰ｜感染源の排除

感染症の原因となる可能性のある病原体（感染源）は、
次のようなところに存在しています。

①～③は、必ず手袋を着用
手袋を外した後は必ず手指衛生（手洗い・手指消毒）

31

手洗い

手指消毒
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感染経路の遮断！
サ ー ビ ス 利 用 者 へ の 感 染 経 路 を 遮 断 す る た め に は 、 以 下 の ３ つ へ の
配 慮 が 必 要 で す 。

手 指 衛 生 （ 手 洗
い ・ 手 指 消 毒 ） の
徹 底

着 替 え や 、 エ プ ロ ン 、
ガ ウ ン の 適 切 な 着
脱 、 汚 染 物 の 片 付
け

拡げない 持ち出さない持ち込まない
個 室 管 理 や 対 応 す
る 介 護 職 員 の 固 定
化 、 適 切 な 個 人 防
護 具 の 使 用

Ⅱ｜感染経路の遮断

感染経路には、①接触感染、②飛沫感染、③空気感染など
があります。

感染経路 特徴 主な原因微生物

接触感染
（経口感染含む）

手指・食品・機器を介して伝播する。
最も頻度の高い伝播経路である。

ノロウイルス
腸管出血性大腸菌
MRSA、緑膿菌

など

飛沫感染
咳、くしゃみ、会話などで感染する。
飛沫粒子は1m以内に床に落下し、
空中を浮遊し続けることはない。

インフルエンザウイルス
ムンプス（おたふくかぜ）ウイ
ルス
風しんウイルス
新型コロナウイルス

など

空気感染
咳、くしゃみなどで飛沫核として伝播
する。空中に浮遊し、空気の流れに
より飛散する。

結核菌
麻しん（はしか）ウイルス
水痘（みずぼうそう）ウイルス

など

1

2

3

※ 介護現場における嘔吐物の処理について、例えばノロウイルスは接触感染だけでなく、
飛沫感染の可能性があります。また、嘔吐物が乾燥すると、ウイルスを含む小粒子（塵
埃）が空気中に舞い上がり、吸入することで感染する経路を取りうるので、嘔吐物は速
やかに清掃し、その後、換気する必要があります。
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ウイルスや菌が含まれている飛沫が
飛ぶ

飛沫感染

空気感染

接触感染

！ 行うケアや利用者の状態に応じて判断することも必要なため、
困ったら医療職に相談しましょう

汚れた手指などで触れた物に付着
飛沫が手すりやテーブル、ベッド周囲
に付着

Ⅱ｜感染経路の遮断

マスクで遮断

手指衛生で遮断

環境消毒で遮断

N95マスクで遮断

原液の濃度が1％の場合
50倍にする

原液の濃度が6％の場合
300倍にする

原液の濃度が12％の場合
600倍にする

消毒液は、定期的に使用期限を確認し、期限切れに注意しましょう
作った消毒液は、時間がたつにつれて効果が落ちていきます。作り置きは１日分としましょう（冷暗所に
保管し、早めに使用）
（目安）ペットボトルのキャップ2杯＝10ml

※排泄物、嘔吐物の消毒のため、0.1％次亜塩素酸ナトリウムの作り方については、「介護現場における感染対策の手引き」を参照してください

消毒液の作り方（次亜塩素酸ナトリウム希釈液）!
一般的な消毒（ドアノブ、トイレ、リネン類、調理器具等）

0.02％次亜塩素酸ナトリウムの作り方

原液 60ml

原液 10ml

原液 5ml

水 3ℓ

水 3ℓ

水 3ℓ

入れる

入れる

入れる

換気の徹底で遮断

飛んだ飛沫核が空気中を漂う

※湿度40％以上が感染予防の目安
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手洗いの方法
液体石けんを約2-3ml手にとり、よく泡立てながら、爪、指の間、親指、手首をしっかりもみ洗いし、
さらに流水で流します。水を止めるときは手首か肘で止めます。 蛇口の形状によっては、ペーパータオ
ルをかぶせて栓を締めます。手洗い後はマスクや自分の顔、髪をさわらないにしましょう。

1 2 3

4 5 6

手指消毒の方法
消毒用エタノールなどを約3ml手にとり、手洗いと同様に、爪、指の間、親指、手首を忘れずにしっか
り擦り込みます。

1 2 3

4 5 6

Ⅱ｜感染経路の遮断

ワンポイント
消毒用エタノールなどのワンプッシュは約2～3mlです。
右図のように手の底に溜まる程度の量ですので、十分
な消毒効果が発揮できる量を使いましょう。

!
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マスクの着脱方法

鼻と口を覆うように
着用しましょう

マスクにはウイルス等
がついている可能性
があるため、紐をもっ
てそっと外しましょう

マスクの外側を下に
して清潔なティッシュ
等の上に置いて保
管します

次に使用するときも、
紐を持って、マスクの
外側や内側に触れな
いようにしましょう

1 2 3

4

手袋の着脱方法
作業中に脱げないよ
う適切な大きさの手
袋を装着します

使用後は、手袋の外
側を引っ張り上げ、片
方の手袋を脱ぎます

そのまま、手や腕に
触れないように脱ぎ
ます

脱いだ手袋は、もう片
方の手で握ります

手袋を脱いだ手で、も
う片方の手袋の内側を
持ち上げます。外側の
汚れた部分に触れない
よう注意します

汚れた側が内側になる
ように、手袋を脱ぎます

1 2 3

4 5 6

Ⅱ｜感染経路の遮断

★ノーズワイヤーが上に来るように装着
★マスクの裏表が包装紙に明記されている場合は、指示に従って適切に装着

水を飲む場合も、マス
クのゴムをもって、マスク
の外側や内側に触れ
ないようにしましょう

5
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エプロンも、手袋同様、外側に触れないように注意深くはずします。
エプロンのはずし方

外側が自分に触れないように脱ぎましょう。
上手に脱げたら、体から離して持ち、エプロンの外側が中になるようにたたんでいきます。

手洗いか手指消毒をしましょう。エプロンにはウイルス等がついている可能性があるため、エプロンに直接
触れないように注意しながら、速やかに洗濯機に入れましょう。

外側の面が内側になるようにしてたたんで捨てます。

使い捨てエプロン

1 2 3

布エプロン

1 2 3

エプロンを脱いだ後

1 2

https://www.youtube.com/watch?v=gSgft2xPMVc動画はこちら

Ⅱ｜感染経路の遮断

（布エプロンは感染対策として使用することは適切ではないですが、日常のケアに使用する
布エプロンについても、感染対策を意識した着脱をしましょう）
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利用者宅到着
① 上着等、ケアに不要なものはできるだけ持ち込まず、

玄関に置くようにします
② 利用者にあいさつをする前に、手指衛生をします
③ 利用者宅によっては、蛇口の形状が捻るタイプの

場合もあるため、ペーパータオルなどをかぶせて栓を
締めるのも有効です

あいさつ・ケアの準備

Time Table

帰宅のときも同様に行います

新型コロナウイルス感染症に関連
した感染対策動画はこちら

出勤
① 通勤と職場の服は分けましょう
② 通勤するときは、咳エチケットに準じ、必要に応じて

マスクをつけます
③ 職場に着いたら、はじめに手指衛生（手洗いまた

は手指消毒）をしましょう

① 利用者のケアを行う前には、都度必ず手指衛生を行います。手
指に肉眼で確認できる汚れがなければ、アルコール消毒でも問題
ありません

② 感染源となるものに触れる場合には、手袋等個人防護具を着用
しましょう

③ 汚染された個人防護具を着用したまま、他の利用者のケアに入
るのは、他人へ病原体を媒介する原因となる可能性があるので
やめましょう

④ 行うケアや感染経路に応じて、必要な個人防護具を判断します

Ⅱ｜感染経路の遮断 感染対策と１日の流れ

職員の１日の流れとポイント
Point重要な感染対策を と し て ま と め てい ます 。

訪問した時に、家族が対応してくれること
などもあり得るため、マスクを着用して訪問
しましょう
手洗いのタオルは利用者1名あたり1枚、
もしくはペーパータオルを持参するようにし
ましょう

Point

ケアの前には体温測定、利用者の健康状態の確認をします
発熱者に対応する場合は、ケアマネジャー等と連携し、感染対策を
徹底させてサービスを提供します
発熱者へのケアの際には、必ず個人防護具を着用します

Point
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Time Table

清拭・入浴介助
① 入浴前に利用者の体調をチェックします。体調不良なら清拭に変

更したり、入浴の順序を最後にする等配慮します
② 正常でない皮膚などから浸出液が出ている場合など、入浴介助

に際し体液に触れる可能性がある場合には、標準予防策に準じ
てマスク、エプロンを着用します

③ 飛沫感染、空気感染の可能性がある場合、浴室の利用後に窓
を開け、換気を徹底します

食事介助
① 食事の前は必ず手指衛生をします
② 介助は1名ずつ、ななめ後ろから飲み込みの様子を

観察しながら行います
③ むせやすい方の場合、あらかじめフェイスタオルを用

意し、むせた場合に口をそっと覆います
④ 介護職員は上体を後ろに引くか、唾液などが飛ばな

い方向に体を反らすなどし、浴びないようにします
⑤ 他の利用者の介助が必要になった際には、あらかじ

め手袋を2重に用意し、1枚はずして対応する、また
は他の介護職員に介助を依頼します

口腔ケア
① うがい時はむせないように注意します
② 顔や口の周りをふき取ったティッシュなどは、唾液など

が付着しているため、手袋を装着したまま処理します

部屋の換気

Ⅱ｜感染経路の遮断 感染対策と１日の流れ

職員の１日の流れとポイント

換気は複数の窓等を開けて定期的に行うように
します

Point

咳をする方や新型コロナウイルス感染症の疑いの
ある方のケアの際には、不織布マスク、エプロンの着用に加え、必要に応
じてフェイスガードやゴーグルを装着することも有効です

Point

食事介助と同様に、咳をする方や新型コロナ
ウイルス感染症の疑いのある方のケアの場合
には、フェイスガードやゴーグル等を装着するこ
とが考慮されます。

Point

感染症の疑いがあり、入浴介助が必要な方については、原則として清拭
で対応しましょう
清拭で使用したタオル等は、手袋とマスクを着用し、一般の家庭用洗剤
で洗濯し、完全に乾燥させます

Point

Point重要な感染対策を と し て ま と め てい ます 。



12

Time Table

事業所・休憩

記録・退室

帰宅

排泄介助
① おむつ交換、ズボン等の着脱介助、ポータブルトイレの排泄物の

処理時には、排泄物に直接触れなくても必ず使い捨て手袋とエ
プロン（またはガウン）を着用して行いましょう

② 手袋は1ケアごとに取り替えるとともに、手袋を外した際には手
指衛生を実施します

③ 接触感染のおそれがある場合には、可能であれば専用のトイレ
を設けます。また、直後の消毒を心掛けます

環境整備
① 環境整備前後の換気と手洗いを徹底するようにしましょう
② 接触感染が疑われる感染症の流行時には、手すりや物品など、頻回に触れる

場所を消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム液などで、定期的に拭きます
③ 次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であ

り、効果が不確実であることから行わないよう注意しましょう

① ケアの後には手指衛生を行います
② 記録を行い、利用者宅を出る前にも手指衛生を心がけましょう

① 事業所に戻ったら手指衛生をします

① 帰宅する前に可能であればユニフォームなどから着替えます
② 着替えた後に、手指衛生を行い帰路につきます

Ⅱ｜感染経路の遮断 感染対策と１日の流れ

職員の１日の流れとポイント

新型コロナウイルス感染症の疑いのある方のおむつ交換の際は、排泄物に
直接触れない場合であっても、手袋に加え、不織布マスク、長袖ガウンを着
用します
ポータブルトイレを利用する場合の介助も同様となります

Point

新型コロナウイルス感染症の疑いのある方の部屋の清掃を行う場合は、
手袋を着用し、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、水で濡らしたタオル
やクロス等で湿式清掃し乾燥、または、消毒用エタノールで清拭します

Point

手指衛生をしてから、バッグの中から物を取り出します
物をしまう前にはアルコールが含まれているシートや
台所洗剤を水で薄めたものできれいにしましょう
利用者宅の物を使う場合は、使用前後に手指衛生をし、記録は最後に
まとめて行うようにしましょう

Point

換気は複数の窓等を開けて定期的に行いましょうPoint

Point重要な感染対策を と し て ま と め てい ます 。
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感染症発生時の対応

利用者の感染症や食中毒を疑ったときは、管理者、医師、看
護職員に情報共有してください。
速やかに情報共有ができ対応できるよう、事前に体制を整え
ておくとともに、日頃から訓練をしておく必要があります。

! 新型コロナウイルス感染症の具体的な
対応例は、次のページになります

感染症発生時の対応フロー（訪問系サービス）

観察・連絡・依頼・報告

感染症・食中毒の疑いのある利用者が目立つ

૙

৩

ଵ
৶
঻

症状の確認

事業所全体における
発生状況を把握

利用者の症状の確認

□発熱、嘔吐、下痢、咳、皮膚の異常など
□２～３日前からの記録も確認

職員の健康状態の把握

□利用者の担当職員の健康状態の把握
□事業所全体の職員の健康状態の把握

報 告

相談・報告・依頼

依 頼

保 健 所市町村担当課

報 告 相 談
かかりつけ医等

連 携

受 診
利用者 医療機関

感染症等の疑いのある利用者には、かかり
つけ医への相談や医療機関の受診を勧める

受診の結果、感染症等と診断された場合は、
サービス提供した職員の健康状態を把握

事業所内に、当該感染症の症状と似た職員
が複数いる場合は、保健所やかかりつけ医
等へ相談する

事業所がサービスを提供している他の利用
者の健康状態も把握する

調査
指導

হ
঵
ਚ
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情報共有・報告等
速やかに管理者等に報告し、
事業所内で情報共有
地域の実情に合わせて指定
権者に報告
家族、かかりつけ医、居宅介
護支援事業所等に報告

感染者
※医師が診断

消毒・清掃等
居室及び利用した共用ス
ペースの消毒・清掃
保健所の指示がある場合は
指示に対応

疫学調査への協力等
保健所が疫学調査を行う場
合、調査に協力
→居宅介護支援事業所に報告
利用者のケア記録や面会者
の情報提供

職員職員

個人での感染対策個人での感染対策 サービス実施の際の留意点サービス実施の際の留意点

感染症対策の再徹底
咳エチケット、手指衛生（手洗い・手指消
毒）等の徹底
出勤前の体温計測
換気が悪い空間では、窓を開ける等の換
気の徹底
感染の流行状況に応じて、必要であれば
出勤前に抗原検査等を実施

ケア等実施の場合
基本的な事項

その他の
留意事項

• サービス提供に先立ち、本人の体温を計測し、発熱が認めら
れる場合には、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関へ
の相談や受診を行うよう促す

• 居宅介護支援事業所等と連携し、感染防止策を徹底
• 基礎疾患を有する者等は勤務上の配慮を行う
• サービス提供前後における手洗い、マスクの着用、エプロンの

着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットを徹底。事業所
内で換気の徹底、マスクを着用する等、感染機会を減らすた
めの工夫の実施

• 発熱のある利用者については、担当職員を分けての対応や、
最後に訪問する等の対応

感染者が発生した場合

職員の場合 かかりつけ医・保健所・管理者等の判断に従って対応

利用者の場合 かかりつけ医・保健所・管理者等の判断に従って対応

情報共有・報告等
速やかに管理者等に報告し、
事業所内で情報共有
家族、かかりつけ医、居宅介
護支援事業所等に報告

感染が
疑われる者

※管理者等が判断

消毒・清掃等
居室及び利用した共用スペー
スの消毒・清掃
保健所の指示がある場合は
指示に対応

感染が疑われる場合

感染防止の取組（日頃の対応）

職員の場合
• かかりつけ医等の地域で身近な医療機関に電話相談・受診
• 土日や夜間など、相談する医療機関を迷う場合には、受診・相談センターに
電話相談

利用者の場合

• かかりつけ医等の地域で身近な医療機関に電話相談・受診を促す
• 土日や夜間など、相談する医療機関を迷う場合には、受診・相談センターに
電話相談

• 訪問介護を行う場合、サービス開始時と終了時に、職員及び利用者とも手
洗い又は手指消毒

• ケア時には、職員は使い捨て手袋と不織布マスクを着用 ※１
• 利用者はマスク着用
• 訪問時間を可能な限り短く。訪問時には複数の窓等を開けて換気を徹底
• 訪問介護を行わない場合、居宅介護支援事業所等と相談し、生活に必要
なサービスを確保

新型コロナウイルス感染症の対応

※１：咳込みなどがあり、飛沫感染のリスクが高い状況では、必要に応じてゴーグルやフェイスシールド、長袖ガウン等を着用
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利用者の健康管理
感染そのものをなくすこと、ゼロにすることは難しいですが、
感染の拡大を防止するためには、早期発見や早期対応が
何よりも大切です。

注意すべき症状！

看護職員や医師に相談・報告

嘔吐 ・下痢
等の消化器
症状

発疹等の
皮膚症状発熱

咳 ・喀痰 ・
咽頭痛等の
呼吸器症状

いつも と
様子が違う 、
ぐ っ た り し て

い る

反応や表情の日常との違い。身体の様子

随時

訪問時

ケア時

本人もしくは家族への健康状態の確認
栄養状態／食事摂取状況の確認
定期的な体温脈拍血圧等の測定

健康診断結果表、受診結果や既往歴等も確認
ワクチンによる感染予防を推奨

Ⅲ｜抵抗力の向上

感染症の可能性を考慮して感染対策
（マスク/手袋/エプロン/手洗/換気等）

予防接種法に基づくワクチンの推奨
・季節性インフルエンザワクチン
・肺炎球菌ワクチン（高齢者）
・新型コロナウイルスワクチン（特例臨時接種）など
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症状があるときには！

速やかな
医療機関
受診

休暇の取得
すぐに

管理者等へ
相談

あなた自身の健康管理
介護職員は、日々の業務において、利用者と密接に接触す
る機会が多く、利用者間の病原体の媒介者となるおそれが
高いことから、健康管理が重要となります。

入職時 感染症（麻しん、風しん、B型肝炎等）にかかったことがあるか、
予防接種の状況、抗体価等について確認を推奨

日常

感染症の流行状況に応じてマスクの着用
家族等感染時の管理者等への相談/体温測定/必要に応
じた一時的な配置換え等調整

定期的 健康診断の受診を推奨

随時 ワクチンによる感染予防を推奨

普段からの健康状態の確認
咳エチケットの徹底（咳・くしゃみ時は口や鼻をマスク・ティッ
シュ・ハンカチ・袖等でおさえる）

無 理 を し な い こ と が 利 用 者 へ の 感 染 拡 大 を 防 止 し ま す
管 理 者 に よ る 相 談 体 制 、 環 境 整 備 も 重 要 で す
あ な た 自 身 の 健 康 を 守 る こ と に も 繋 が り ま す!

Ⅲ｜抵抗力の向上

環境感染学会「医療関係者のための
ワクチンガイドライン第３版」における推奨

・インフルエンザワクチン
・B型肝炎ワクチン
・麻しん、風しんワクチン など
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Qどんな症状があったら感染症を疑うべきでしょうか？

Q感染症が疑われる場合のケアはどうすればよいでしょうか？
感染症を疑う利用者がいる場合には、医師や
看護職員に相談して、速やかに受診を勧奨しま
しょう。
職場の医師や看護職員がいない場合には、相
談の流れについて決めておきましょう。
ケア時には、個室での対応、使い捨てのエプロン
の使用、手袋・マスク・フェイスシールド等の着用
が望ましく、使用器具の適切な消毒、おむつや
ティッシュ等をビニール袋でしっかりと閉じて捨てる
など、処理等もポイントとなります。

こんなとき、どうする？

発熱や嘔吐・下痢などの消化器症状、咳・喀痰・
咽頭痛などの呼吸器症状、発疹等の皮膚症状な
どがあるときは、感染症の可能性も考慮して対応す
る必要があります。
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Q認知症の方の対応はどうすればよいでしょうか？
認知症の方に感染対策を適切に行っていただくた
め、周囲のサポートが重要です。
感染流行時の利用者自らの手洗い習慣等の清潔
行為は重要ですが、認知症等により、清潔観念の
理解や清潔行為の実施が難しい場合は、職員が
ウェットティッシュ等でふき取るなど、柔軟に対応しま
しょう。
また、職員側の感染症対策も十分に行い、消毒薬
等をそのままテーブルに置く等しておくことは、誤飲の
リスクを未然に防止する観点からも注意が必要です。

Q介護施設・事業所内での職員間の感染を防ぐために、更衣室や出勤・帰宅時の取組はどのようにしていますか？

更衣室では、窓開けによる自然換気や換気扇等
による機械換気を行いましょう。
また、着用するユニフォームは、出勤・就業時に更
衣室で着脱し、ユニフォーム通勤は行いません（家
庭への病原体の持込を防ぐ効果もあります）。さら
に、更衣室等の部屋の出入口には手指消毒薬を
設置します。

こんなとき、どうする？

Q同居のご家族にもご協力いただくことはありますか？
感染が拡大している時期には、ご家族にも自宅で
の手指衛生の励行など、一般的な感染防止対策
に取り組んでいただきましょう。
また、ご家族が感染した際には、早めに介護サービ
ス事務所や担当ケアマネジャーに連絡をもらいましょ
う。
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